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は じめに

資本主義諸国における近代的地方自治の形成

や近代的都市行政の展開を考える場合,も とよ

りそのあらわれ方は各国の資本主義的発展や政

治社会構造の特質,ひ いては民主主義形成のあ

り方に,規 定 されるところも大 きく,あ まね く

一様であ りえないのは当然である。 とはいえ資

本主義発展の原動力の場であ り,と りわけ独占

資本主義段階にいた りその政治経済的比重を高

める都市においては,各 国にほぼ共通 してみら

れ る傾向のひ とつに,換 言すれぽ都市行政の近

代化の メルクマールともみなしうる側面のひと

つに,都 市行政需要の複雑化や拡大に対応 して

行政の主導的担い手が無給名誉職主義か ら有給

専門職主義へ と転換することがあげられるであ

ろ う。そ して,有 給専門職主義の確立に よって

高度化 した都市行政が一層効率的に推進 され,

公営企業 も含めた都市公共部門の拡大が進むな

ど,両 者の相互規定的展開の中で近代的都市行

政が形成,確 立 してきたといえ よう。本稿の課

題は,か かる独 占資本主義段階における都市公

共部門の拡大 とい う過程での有給専門職主義の

持つ意味を,第 二帝政期 ドイツ(1870年 代～第

一次大戦前)に おける都市専門官僚の形成 と動

向に焦点をあてて検討 しようとするものである。

その場合,と りわけ ドイ ツに注目す るにあた っ

ての筆者な りの問題意識やね らいをやや箇条書

き的に整理すると次のような点である。

第一に,都 市行政における有給専門職主義が

最 も広範に確立されその効果を発揮 していたの

が ドイツにおいてであった とい う点である。 こ

の時期の市長職の位置づけに関 しては一般に無

給名誉職のイギ リス型 と有給専門職の ドイツ型

に区分されていたが、同時代人であるイギ リス

人研究者 ドウソンW.H.Dawsonは,「 〔ド

イツの〕有給専門的な市長や参事会員の制度は,

各国が到達 した都市 自治体の組織の中で最も高

度で効果的な発展を示 している」りと,自 国 と

は対照的な有給専門職主義の成果を評価 してい

た。 ドイ ツ型都市専門官僚の背景にはもちろん

ドイツ的特殊性の反映はあるものの,そ の解明

は都市行政における有給専門職の意義を最も典

型的に明らかに しうるであろ う。

第二に,戦 前期 日本の都市行財政史に目を向

け ると,明 治44(1911)年 の市制改正(参 事会

合議制か ら市長権限強化へ)を 経 て大正期以降

になると市長の有給専門職主義がほぼ定着する

にいたるが,こ の時期はまた 「市会の政党化」

や経済事業的な行政分野 の拡大が進み,市 長職

のあ り方をめぐって,官 選か民選か,名 誉職か

専門職かう市会 との関連,等 があらためて実際

的に問われた時期であった2)。その際 に内務省

開明派官僚や都市行政官 らは,ド イ ツ市政にお

ける有給専門職主義をひ とつの 「理想型」 とし

てとらえわが国での実際的活用を主張 していた。
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例えば池田宏は,「 独逸に見るが如 き市長専務

職制の本旨と其の長所 とを市政界に確定不動の

制 と為 し,真 に克 く市政を挙 ぐるに互いに協力

せ られむことを,市 会にも,市 長に も,又 公民

にも切願せ ざるを得ないのである」3),と のべ

ていた。その意味では,ド イツ型都市専門官僚

の解明は,わ が国での都市行政官らの都市政策

思想を評価するにあたってひとつの視点を提供

しうるものであろう。

第三に,従 来 のわが国での ドイツ ・プロイセ

ンの地方 自治史や行政史の研究をふ り返 った場

合,そ の主要な問題関心は上か らの地方統治体

制 としてのラントゲマイ ンデ,グ ーツベチルク,

クライス,な ど農村部を対象に してお り,都 市

自治体Stadtgemeindeと りわけ第二帝政期の

そ の構 造は 十分に解明されてきた とはいいが

たい4)。後述のように20世 紀初頭 には ドイツの

.人口の約5割 が人 口5千 人以上の都市部に住む

にいたってお り,そ の国内統治体制の解明にあ

たって都市行政の検討は不可欠であろ う。また,

いわゆ る ドイツ官僚制研究について も,邦 ・ラ

イ ヒ官僚の検討は一部みられ るものの`),都 市

専門官僚を独自の課題 として検討 した ものはわ

が国では皆無 といってもよいであろ う。それゆ

え本稿では,そ のような研究上の空白をわずか

ながらでも埋めようとす る意図もこめられてい

る。

もとより本稿で設定 したような課題を本格的

に検討するにあたっては,い くつかの代表的な

都市での実証的分析 も含めて,市 長 ・都市専門

官僚層の出自 ・経歴 ・都市政策思想の特徴や行

政実績,都 市ブルジョアジー ・都市地主の市政

との関わ り,都 市中間層 ・労働者など住民大衆

や社会民主党の動向,さ らには自治体労働者の

状態などの,実 証的総合的評価が不可欠である

ことはい うまで もない。 しか しながら現在の と

ころは資料上の制約 もあ り,こ れ らの全面的検

討は今後の研究課題 とす るほかな く,本 稿では

主要には最近の ドイ ツ等での研究成果に依拠 し

て,第 二帝政期 ドイツにおけ る都市専門官僚の

形成 と彼 らの下での都市公共部門の拡大 とい う

事態の持つ意味をごくア ウトライ ン的に提示す

ることにその課題を限定せざるをえない。

注

 1  ) William H. Dawson, Municipal life and 

 Government in Germany, London, 1914, p. ix.

なお,イ ギ リスにおいて市長は名誉職的で

あった とはいえ,都 市行政の実態はその下で

のタウンクラークなど専門職員によって担わ

れていた。

2)こ の間の動向については,持 田信樹 「日本に

おけ る近 代 的都市 財 政 の成立(1)(2)」 東

京 大 学r社 会 科学 研 究』 第36巻 第3,6号,19

84年9且,1985年3月,を み よ。

3)池 田宏 「市 会 と市長 」 『都市 問題』 第16巻 第

6号,1933年,(『 池 田宏都 市 論 集 』1940年,

177～178ペ ー ジ)。

4)プ ロイ セ ン地 方 自治制 に関 して は,赤 木 須留

喜,高 柳信 一,綿 貫芳源,若 尾祐司,北 住燗 一,

大野 英 二,山 田公 平,福 応 健 らの研 究 が あ る。

一方
,都 市 形成 史 の観 点か ら都 市 自治体 の行 財

政,政 治構 造を 検討 した もの に,寺 尾誠 「都市

空 間 と都 市 形 成一 ル ール 工 業 地帯 の場 合 」

『社会経 済史 学』第39巻4号,1973年,が ある。

5)例 えば,村 瀬 興 雄 『ドイ ツ現 代史 』東 大 出版

会,1954年 、第2章 「プ ロイ セ ン官僚機 構 にお

け る ユ ンカ ー」,ま た クラ イ ス の長 た る郡 長

(ラ ン トラー ト)の 職 務,社 会 階層 を分 析 した

もの として,福 応健 「第 二 帝政 期 ドイ ツ地方 行

政 の構 造 と性格 ― ― ル ール重工 業地 帯 に おけ

る 『郡 長』 をめ ぐって― ―」 『社 会経 済史 学 』

第45巻 第2号,1979年8月,参 照 。
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1都 市化の進展 と都市行政の変貌

周知のとお りドイツ ・プロイセ ンの近代的地

方自治制度は1808年 シュタイン市制によってそ

の基礎を築かれ,そ の後1831年 修正市制や1848

年三月革命を経て一定の変容を こうむるが,い

ずれにせ よそこでの都市行政の本来の姿は公民

自治BUrgergemeindeに も とついて都市 名望

家による名誉職的な行政にあった1)。そ して,

市長 ・参事会員の有給専門職主義,い いかえれ

ば市政における都市専門官僚の支配的地位が確

立 されてきたのは,19世 紀後半以降と りわけ18

70年 代か ら20世紀初頭にかけての独 占資本主義

段階であ ったのである。

この名望家支配か ら有給専門職制へ ととい う

過程の背景には,19世 紀後半以降の ドイ ツ国内

における急速な都市化の進展 と,そ れに伴な う

都市行政の拡大,質 的変化があったことはい う

までもない。 まず都市化の指標をみると次のと

お りである。表1に よれぽ,1871年 から1910年

までに ドイツ帝国全体の人 口は4100万 人か ら64

00万 人へ増加 しているが,人 口2千 人以下の農

村部は約2600万 人で停滞 してお り,こ の間の人、

口増加は都市部 とくに中都市(人 口2万 ～10万

人),大 都市(10万 人以上)で のそれによるこ

とがわかる。そ して人 口構成比でも農村部は63.

9%か ら40.0%へ と激減 しているのに対 し、中

都市は7.7%か ら13.4%へ,大 都市は4.8%か ら

21.3%へ と増加 しているのである。また都市数

においても、人口5千 人以上の都市は1875年69

1市か ら1910年1292市 へ,人 口10万 人以上の大

都市は1871年8市 か ら1910年48市 へ と増加 して

いる2)。

この ドイツ社会におけ る急激 な都市化 とは,

農村部か らの人 口流出をふまえっっ,産 業革命

を経ての中小都市における工業的発展や伝統的

な大都市での工業発展に加えて商業,金 融,政

府 ・軍事機構の集積 ・集中,と いう政治経済過

程の結果であった。

一方 ,個 別都市 レベルでみた場合には,急 速

な人口増大に対応 しての都市行政機構 の質的変

化や規模拡大が不可避的である。 ここでは,人

口19.0万 人(1910年)の マンハイム市の行政職

員機構の変化を例 として とりあげてみよう。

表 一1ド イ ツの 自治 体 規 模 別人 口構 成 の 推 移
(単 位;万 人,%)

2千 人 以 下 2千 一5千 人 5千 一2万 人 2万 一10万 人 10万 人 以 上
年 全 国

農 村 部 農 村 都 市 小 都 市 中 都 市 大 都 市

1871 2,622 509 459 315 197 4,101

1880 2,651 575 567 403 327 4,523

1890 2,619 594 648 482 600 4,943

1900 2,573 682 759 711 912 5,637

1910 2,595 730 917 868 1,382 6,493

1871 63.9 12.4 11.2 7.7 4.8 100

1880 58.6 12.7 12.3 8.9 7.2 100

1890 53.0 1ao 13.1 9.8 12.1 100

1900 45.7 12.1 13.5 12.6 16.2 100

1910 40.0 11.3 14.1 13.4 21.3 100

出 所)HandworterbzachderKommunalwissenschOften,Bd.1,Jena,1918,S.402.
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表2は1870年 から1906年 までの同市の行政分野

捌 の職員数の変化を示 したものであるが,こ こ

から次の点が指摘で きよう。第一に,市 職員の

絶対数が1870年 のわずか48人 か ら1906年 の1127

人へ と実に23.5倍 も増加 している。 この間の同

市 の人 口増加は約4倍 であるから3),人 口の伸

び以上に急テンポに行政機構が拡大 したのであ

る。第二に,職 員増が著 しい分野は,ガ ス ・水

道 ・電力,市 電などの公営企業や建設事業であ

る。これ らは資本主義的発展を支える都市基盤

を整備 し,ま た都市住民の生活必需財を提供す

る,経 済的行政であった。第三に,全 体 として

言えることは,都 市行政はその内容を旧来型の

治安行政Ordnungsverwaltunngか ら給付行

政Leistungsverwaltungへ と推移 させながら,

その規模を拡大 してきたのである。

表 一2マ ン ハ イ ム 市 職 員 構 成 の 推 移

1870 !890 1906

中 枢 行 政 10人 15人 e4人

財 務 3 18 55

司 法 ・ 戸 籍 4 17 54

学 校 3 13 38

救 貧 21 42

衛生監督 ・機械検査 3 22

墓 地 1 14 40

建 設 5 32 153

街 路 管理 ・清 掃 11 17

森 林 ・ 公 園 7 8 27

市 場 ・ 匿 量 衡 3 4 6

ガ ス ・水 道 ・電力 1 18 91

と殺場 ・家畜飼育場 2 4 26

市 電 338

消 防 4 3 49

劇 場 84

公 営金 庫 ・質屋 5 10 21

計 48 191 1,127

出所)WolfgangHofmann,"DieEntwicklungder

kommunsleロSelbstverwaltungvon1848bis

1918",i皿GUnterPしttロcrhrsg.,Handbu`h

48r々o蹴 皿 即 ¢len催558η5σ ゐσ∫`4π4Pr¢ 爵5,

Bd.1,Berlin,1981,S.84.

以上のことは単にマンハイム市に限った こと

ではな く,人 口増加に直面 した ドイ ツの都市全

体に共通 した傾向であったといえよう。そ して。

行政機構の拡大 と行政需要の高度化 とりわけ企

業経営的才幹を必要 とす る公営企業 の導入は,

都市行政を して旧来型の都市名望家による 「片

手間の仕事」では通用 しな くな り,と くにその

指導的職員層での専任でかつ専門的知識を備え

た有給専門官僚の登場を必然化 させることにな

る。

表 一3プ ロイセン邦諸都市の参事会構成(1914年 前後)

有 給 職 無 給 職 合 計

ペ ル リ ン 市 17人 17人 34人

ブ レ ス ラ ウ 市 ユ4 15 29

ケ ル ン 市 13 一 13

デュ プセル ドルフ市 12 一 12

エ ッ セ ン 市 9 1 10

フ ラ ンク フル ト市 11 13 24

ポ ー ゼ ン 市 9 12 21

出 所)W.H.Dawson,MuniciPalLifeandGove-

rnmeπtmGermanor,London,1914,P.90よ り

作成。

このことを ドイツ都市 自治体の執行機関たる

参事会の構成か らみてみよう。表3は1914年 前

後のプロイセン邦の代表的都市での参事会構成

を有給 メンバーと無給 メンバーに分けて示 して

いる。 ケル ン,デ ュヅセル ドルフ,エ ッセ ンで

は参事会のほぼ全員が有給専門職であ り,ベ ル

リンその他の都市では約半分が有給専門職になっ

ている。さらに重要なことは,有 給 メンバーと

無給 メンバーの役割のちがいである。前者 は,

各行政分野の責任指揮者 として専門知識 ・資格

を備えた基本的には終身職であるのに対 し,後

者は,企 業経営者や退職者などが 「長年の公的

生活への報酬」の意味 も含めて期限つ きで参事

会員 となっている。いわぽ無給名誉職は有給専

門職に対 して,参 事会内での一種の平衡力の期

待 もこめて,市 議会によって選 出されたのであ

り,現 実の都市行政運営においては市長 も含め

て有給専門職が主導的立場にあった ことはまち

がいない4)。

注

1)高 柳信一 「プロイセン地方自治制の生成 とそ

の特質」東京大学 『社会科学研究』第4巻 第1
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号,1952年,同 「三 月革 命 にお け る プ ロイ セ ン

地方 自治制 度 改革 」 『公法 学研 究 上』 有斐 閣,

1974年,参 照 。

2) Wolfgang Hofmann,  "Die Entwicklung der 

 Kommunalen Selbstverwaltung von 1848 bis 

 1918"  , in Günter Püttner  hrsg.  , Handbuch 

 der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Bd. 

 1, Berlin, 1981, S.72. 

 3) Ebenda, S.84.

 4) Dawson, op.sit., pp86-89.な お,ド ウ ソ ン

は次 の よ うに ものべ て い る。 「 〔ドイ ツの〕 都

市 自治 体業 務 でのす べ て の重 要 な部 門 の指導 部

は,執 行 部 メ ンバ ーと して最 高 の行 政上 の地 位

を 占め る のは 不可 欠 で あ る とみ な され て い る。

それ 故,大 都市 の執行 部 は 法律 家 だ け で な く,

教 育,救 貧法,医 療,公 衆衛 生,そ の他種 々の

技 術的 専 門家か ら成 り立 ってい る。一 定 の無給

メンバ ー も選 出 され るが,彼 らは事実 上 イギ リ

スの バ ラ参事 会 員 の地位 を 占め,そ して それ と

同様に しぼUま 期限つきで選出され るのである。」

(ibid. p. 88.)

II都 市 の支配構造

都市行政の変貌に伴ない行政におけ る有給専

門職主義が確立 して くるのは上述 のとお りであ

るが,た だこれはあ くまで事態の客観的背景に

すぎないであろう。換言すれぽ,都 市行政 の変

貌や行政遂行の専門化 とは,資 本主義発展 に伴

ない各国で多かれ少なかれ進行する事態であ り,

これだけでは ドイツにおける有給専門職主義の

先導性を十分 には説明 しきれないのである。そ

こでわれわれはさらに都市行政の主導的担い手

その ものの変化に注 目する必要があろう。そ し

てそ こには後進資本主義国 ドイツに特有な社会

構造や政治構造 も反映 して くることになろ う。

まず この時 期 の ドイ ツ市 政 の枠 組 を あ らた め

て確 認 して お こ う。一 方 に,立 法 ・審 議 機 関 と

して の市 議 会Stadtverordenetteversammlung

があ り,他 方 には市政執行機関 としての市長

OberbUrgermeisterod.B旋germeister・ 参事

会Magistratが ある。市会議員の選挙制度は

都市の地主 ・ブルジョアジーなど多額納税者 に

圧倒的に有利な三級選挙制であ り,市 議会には

都市の富裕階層の利害が基本的に反映 されてい

た。そ して,市 長 ・参事会員はかかる市議会に

よって選出され,ま た市長は市議会の選出 した

3名 の中か ら国王が任命 していた。市長は参事

会の議長を兼ねるが,イ ギ リスの市長がバラ参

事会では同等の参事であ り単なる代表であった

のと異な り,ド イツの市長は参事会を統括 し市

政の中心的担い手であった。

また,市 議会 と市長 ・参事会の市政上の権限

は対等 とは言えなか った。市議会の権限が発揮

されるのは,租 税新設 ・賦課,予 算の審議,公

有財産利用についての説明要求など,主 要には

財政制度面であ り,大 半の都市行政は市長 ・参

事会の権限の下にあつたり。 ドウソンに よれば

それは次のよう状況にあった。 「ち ょうど帝国

議会並びに邦議会が,独 立 した立法権,純 粋な

行政権,真 に国を支配 している官僚制に対する

効果的統制,を 欠 いてい るように,市 議会 は

〔都市行政当局の〕従属的機関 としてか,も し

くはせいぜい補助的機関にすぎない。市議会の

管轄はいたるところで制限されている。すなわ

ち,第 一に,彼 らの審議権の制限によって,次

に,終 身的な市長 ・参事会の制度によって,最

後に,諸 問題における邦の大権によって」2)。

逆に言えぽ,市 議会すなわち都市支配層たる

有産階級は,実 際の市政運営上の権限は限定 さ

れつつ も,市 長 ・参事会の選 出権を通 じて自ら

の意向にそった都市行政当局を形成 させ,彼 ら

の専門的行政に期待 した と言えよう。そ こで問

題になるのが,都 市行政をめ ぐってのかかる両

者の相互依存関係 ・分業関係とは具体的にはい

かなる背景をもちいかなる形で展開 していたの

か,と い うことである。われわれは次にこの問

題を,市 議会のブルジ ョア支配の実態,都 市行
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表一46大 都 市 の 市 議 会 構 成

自由王義派 社会民主党 中 央 覚 保 守 派
ベ ル リ ン 市(191の 98 44 ― ―

ブ レ ス ラ ウ 市(1910) 5τ 12 ― 33

ケ ル ン 市(19H) 19 一 32 一

ドレスデ ン市(i田3) 38 且6 ― 31

フランク7ル ト市(乳912) 44 23 豊 8

ミ昌 ン ヘ ン市(置9且D 30 置4 且4 2

出所)」.」.ShhL'b

uryGermnPast&Presen`,

deC昌tyinnineteeth.cent.

N51,197Lp.132.

政当局 とりわけ市長の権威 ・権限の背景,を 検

討することによって明らかに していこう。

まず,表4は20世 紀初頭の ドイツ6大 都市の

市議会構成をみたものである。若干の強弱はあ

るものの自由主義派政党が市議会での支配的地

位を占めていた ことがわか る。 ここでごく簡単

にこの時期の ドイツ諸政党の位置づけを示す と

次のとお りである。自由主義派 には右派たる国

民 自由党と左派たる進歩党その他があ り,基 本

的にはブルジ ョアジーの利益を代表 していた。

社会民主党は労働者階級の政党であ り,ま た保

守派には保守党,帝 国党があ りユ ンカー ・高級

官僚 ・貴族など ドイツの伝統的支配層の政党で

ある。 これ らの階級利害政党に くらべて,中 央

党はカソリックという宗教的紐帯によって結び

ついた政党であ り,貴 族 ・ブルジ ョアジーから

労働者までその全社会階層を基盤に していた3>。

ところで,ブ ルジ ョアジーの代表が市議会に

おいて支配的地位を占めてきたのは,資 本主義

的発展に即 した当然の事実 とも考え られるが,

このことは ドイツの全国的な政治情勢か ら見た

場合やや特異な事態であった。すなわち,そ も

そも都市を基盤に19世 紀中葉から発展 してきた

ドイツの自由主義勢力は,19世 紀末 ころには特

に帝国議会,邦 議会 レベルでは社会民主党や中

央党の伸長もあって停滞を余儀な くされ,全 国

政治でのその影響力は低下 しつつあ った。(表

5参 照)い いかえれぽ ドイツの自由主義派 ・ブ

.ルジ ョアジーの独 自の支配的地位が確保 されて

いたのは都市政治の場においてのみであったの

である%

そ して都市政治におけ るブルジ ョアジーの支

表 一5帝 匡―議 会 の 政 党 構 成

且871 1903

保 守 派 94 75

自 由 主 義 派 202 87

中 央 覚 63 夏00

祉 会 民 主 党 2 81

そ の 他 と も 合 計 382 397

資料)W・Mommsenhrsg,DeutscheParteiPro一

gramme,MUnchen,1960.

出所)飯 田 ・中村 ・野田 。盟田 「 ドイツ現代政治史 」

ミネ ノレヴ ァn瞥b].1966II…,328-329N一 ジo

配の持続 といった場合,と りわけ次の点に留意

する必要があろ う。

第一に・都市の商工業 ブルジ ョアジーの営業

活動は都市 自治体の行財政(課 税、都市計画,

公益事業 ・等)と 密接に関連 してお り・都市政

治の行方は彼らの経済的利害か ら切 りはなせな

いもの であった5)。例えぽ,こ の時期の都市の

税収の中心は邦所得税付加税や営業税であった

が,そ の付加税率や課税額の決定権は都市 自治

体にあ り,租 税負担に重大な利害をもつブルジョ

アジーの政治的関与の対象であったことは当然

である6)。

第二に,国 政 レベルで後退を続ける自由主義

派にとって都市政治は彼らの政治的野心を満た

しうる唯一の場所 であ り・また彼らの伝統的政

治スタイルを保持 しうる 「避難場所」でもあっ

た1)。しか し,他 方,こ の ことは帝政期 ドイツ

の政治構造全体からみるならぽ,フ ゴー ・プロ

イスHugoPreussの 表現によれぽ,都 市議会

は 「帝国政府及び邦政府からの自由主義派の追

い出 しに対する実に適度な代用物」でさえあっ

た8)。

第三に,市 議会における自由主義派 ・ブルジョ

アジーの優位を保証 した制度的基盤は先にも述

べた三級選挙制であった。本来 この制度は,都

市において不動産を所有 し都市的営業を営なむ

公民BUrgerを 基盤に しっっ都市地主や貴確 な

ど伝統的支配層の優位を確保す るものであった

が,商 工業ブルジ ョアジーの経済力の発展に伴

ない,も っぱらブルジ ョアジーなどの富裕層の
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政治的基盤へ と転化 して いった9)。それゆえま

た,自 由主義派は この非民主的な選挙制度を自

らの政治的拠 りどころとして一貫 して擁護 して

いたのであるte)。(ち なみに帝国機会では1871

年 よ り普通選挙制 〔25才以上男子〕が導入され

ている。)

以上のように.こ の時期の ドイツ都市政治 と

は都市 ブルジョアジーの政治経済的利害を基盤

に しつつ彼らの主導性を発揮 しうる唯一 の政治

的舞台であった。ところが,す でに述べた よう

に この時期においてはブルジョアジー自身は都

市行政の直接的担い手ではな く,有 給専門の都

市官僚に事実上委任 していた。かか る分業構造

の背景としては,再 三のべてきた ように行政の

複雑化 に伴 って専門性が不可避的 となった こと

や,さ らに加えて都市における労働者階級の急

増,階 級対立の先鋭化の中で 「行政の中立性」

の標榜が より必要になってきた こと,等 が考え

られる。それでは都市行政の実践的担い手 となっ

た都市専門官僚 とりわけ市長は,い かにして上

述のような課題を担えることができたのであろ

うか。 この要因や背景を専門官僚的市長層の形

成に即 してやや詳 しくみてい くことに しよう。

まず市長の個人的経歴に注 目すると,旧 来の

名望家的市長 と異な りこの時期 には次のような

特徴をもつにいたった。

第一に,出 身地域は当該都市に限定 されず,

む しろ行政能力のある外部の人物や他都市で行

政経験 ・実績をつんだ行政官が積極的に市長へ

登用されるようになっだ ―)。このことを都市行

政官の側面か らみれば,一 つには,従 来は偶然

的要素の大きか った都市行政官 という職業分野

へ,1870年 以降になると大学卒業の知識青年層

が積極的に進出し参事会員補Magistratasse―

sorや 上級行政官になるにいたった こと。彼 ら

は将来の市長 ・参事会員の予備軍であった12)。

そ していま一つには,市 長 自身も小都市の市長

から中都市の市長へ,そ こからさらに大都市の

市長へと,多 分に上昇志向的な 「転職」を通 じ

て 自 らの 行政 キ ャ リアや専 門 性 を豊 富化 して い っ

た の で あ る 。 い ま そ の 典 型 的 な 事 例 で あ るF・

ベ ッ カ ーFriedrichW.Beckerの 経 歴 を 示 す

と次 の とお りで あ る。 彼 は数 年 間(1857～61年)

の 裁 判 官 職 務 を 経 て 自治 体 業 務 に入 り,1865年

に ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト市(人 口2.5万 人)の 参

事 会 員 、1868年 に ツ ァイ ツ市(人 口1.5万 人)

の 市 長,1871年 に ハ ル パ ー シ ュタ ッ ト市 長,18

75年 ドル トム ン ト市 長 へ,そ のす ぐ1年 後 に 大

都 市 デ ュ ッセ ル ドル フ市 へ 転 ず る チ ャ ンス を っ

か み,そ の 後10年 間 同 市 長,さ らに1886年 よ り

21年 間 ケル ン市 長 を勤 め た,と い う具 合 で あ る ―3)。

第二に,市 長の個人的資質 としては専門能力

とわけ法律の学位 ・能力が重視 されていだ の。

例えば,1911年 の ドイ ツ国内31の 大都市 自治体

の329人 の高級行政官(市 長を含む)の 経歴を

みると,法 律家が235人 で圧倒的に多 く,次 い

で技術専門家(建 築な ど)54人,言 語学者phil―

ologist22人,医 師3人,経 済学者3人,そ の

他の特殊教育を受けた者12人,と な っていだ5)。

この市長の専門能力は単に市議会 レベルから要

請されていただけではない。監督機関たる邦政

府当局も自治体行政の課題が増加するのに直面

して,「 法律的知識があ り裁判官の職務能力も

備えた,行 政実務にも精通 した人物を選ぶこと

を要求 した」16>,とい う。

第三に,市 長職 に登用されていったのは基本

的には高い社会的階層の出身者であった。とい

うのも,上 述のような専門能力を備えるべ く高

等教育を受け るだけでも相当の経済的資力が前

提 とされ るが,そ れに加えて ドイツの伝統的エ

リー トの資格たる予備役将校資格保持や上層ブ

ルジ ョア家系出身 とい うことも重視されていた

のである―T)。

次に,政 治思想的には当該期の市長はいかな

る特徴をもっていたであろ うか。一般には,市

長の上述のような出身階層,経 歴も反映 して自

由主義右派た る国民 自由党的色あいが強かった

といわれる。市長の最終的認可権が国王 ・邦当
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局にあったこともあって,ベ ル リン市での進歩

党のように,自 由主義左派が主流であった市議

会においても,彼 らから見れぼやや保守的な国

民自由党寄 りの市長に市政を委ねざるをえなかっ

たのである―8>。一方,よ く知られるように帝国

政府や邦政府の高級官僚は,ユ ンカー ・貴族 と

い う保守的支配層 の出身者で占められ政治的に

は極めて保守的 であっだ9)。保守的な政府官僚

に くらべれば市長な どの都市官僚層はいわば

「保 守 的 な 改良 派 」Einekonservative

Reformbereitschaft20)で あ り,都 市自治体の

独立性の権利や要求のためにはエネルギ ッシュ

に闘うなど,「 邦官僚の単なる二番ぜんじ(zweite

Auflage)」 では決 してなか った2―)。

か くしてやや図式的には市長 とは,保 守的な

邦政府官僚と自由主義的な市議会の中間的な政

治思想上の位置 にあった と言えそ うであるが,

よ り重要なことは少な くとも都市政治の場にお

いては,甫 長自身は政党政治次元の争いには参

・加せず努めて中立性を保 とうとしていたことで

あろう。例えば,思 想的にはあいまいな自由主

義者であったが 「帝政期後期の理想的市長」22>

とも呼ばれたフランクフル ト市長(1891～1912
'
年)F・ アジケスFranzAdickesの 次 の言葉

はこの点を示唆 した特徴をもつ。 「私の立場は,

私の理想 とす るところによれば、政治的であろ

うが,宗 教的であろ うが,い かなる政党 とも完

全なる距離を保つことにある。 これは私個人の

見解ではあるが,し か し 〔市長 としては〕極だっ

て特別な ものではない。」ゆ彼を してこう言わ

しめた背景の一つは,市 議会の政治勢力が多様

化する中では,市 長の政治的プロフィールが市

政運営上のハンディにならざるをえない,と い

うことがあろう2`)Q

以上をまとめると,① 富裕家系出身で法律な

どの専門教育を受け,② 自治体間の移動はある

ものの都市行政分野に生涯専門的に従事 し,③

保守派に近い自由主義者だが都市政治の面では

中立的装いに努め,④ 帝国や邦などの中央政府

の官僚機構からの相対的独自性を保持 していた,

というやや大雑把ではあるが当時の市長像が浮

かびあがって くる。もちろん幾多の例外は存在

するであろ うが25),さ しあた りこのようにとら

えて大過 ないであろ う。

だが・都市専門官僚主導 とい うドイッ型都市

行政は ・このよ うな市長の個人的経歴や思想的

立場か ら即自的に導びかれたのではない。そ こ

には,市 長をは じめ とする都市専門官僚層の側

からの行政内外での積極的な基盤づ くりも進め

られていたのである。これについてはさしあた

り次の三点に留意すべきであろ う。

第一一el,市 長に 「よそ者」 も多か ったことと

も関連するが,市 長は着任早 々に地域有力者 と

密接な関係を持っ ことに努めた。その方法には,

有力者 との姻戚関係を結んだ り,排 他的な地域

有力者団体に参加するなどがあるが・有力者の

側か らすれぽ旧来は自らが直接に行使 していた

都市行政への影響力を,市 長 との友好関係を通

じて間接的に維持 しようとする意図があった。

いずれにせよ大都市の大半に存在 していた伝統

的ブルジョア団体 とは都市社会でのコミュニケー

ションの中心機能を担い,都 市政治の主要路線

が具体化 され る場でもあったので,市 長の市政

運営に とってはそ うした場への参加は重要な意

義があったのである26)。

第二に,市 長は複雑化 し高度化する都市行政

を効果的 に遂行す るために,法 律,都 市計画,

衛生,建 築,技 術など専門能力を備えた都市行

政官を積極的に登用 した。彼 らは市政運営上の

市長の重要なブレーソとなるが,そ れはまた,

往々に して個別的な政治経済的利害を主張する

市議会ブルジョア層に対 して対抗する市長ブレー

ンで もあった27)。

第三に,市 長や都市専門官僚層は各地で孤立

的に存在 していたのではな く,全 国的な結集を

はか りっつあ った。その一つには,プ ロイセン

邦においては功績のある大都市市長は国王勅任

の上院議員にな りえたが,そ こではユンカー ・
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貴族な ど保守的多数派に対 して国民自由党寄 り

の市長 グループが形成 されていたこと28),そ し

ていま一つ,よ り重要なことは,都 市自治体の

全国組織たる ドイツ都市会議DeutscherSttid―

tetagが 結成され るにいたった ことである。18

60年 代以降シュレージェンやザクセ ンなどでの

地域的都市会議が結成されは じめ・1896年 には

プロイセン都市会議が,そ して1905年 にプPイ

セン主導で ドイツ都市会議が結成 されている。

この時期の都市会議は市長中心の組織であった

が,そ こでは都市行政の経験交流だけでなく政

府に対する都市の利益代表の機能 も担っていた29>。

以上のような経過 と背景を通 じて市政運営に

おける市長の権威や実行力が一層強化されてき

たわけであるが,そ れではかかる都市専門官僚

によって遂行 された都市政策 とはいかなるもの

であったのか。この点を次節において検討 して

みよう。

注

 1  ) Dawson, op.sit.,  p.85. 
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議 の動向に関 しては, Otto Ziebill, Geschichte
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III都 市専門官僚 の政策遂行

市政における主導権を獲得 した市長をは じめ

とする都市専門官僚層は,従 来の名望家市政 と

くらべてもいかなる都市政策上の成果をあげた

のであろうか。1節 では有給専門職主義形成の

背景 としての都市化や都市行政の変貌を簡単に

みてきたが,こ こでは都市専門官僚化に規定さ

れた都市行政面での変化 に注 目す ることに しよ

う。

りで あ る。

表6は プロイセン邦内の10万 人以上の大都市

での給付行政分野の住民1人 当 り歳出の推移を

示 したものである。全体 として も1870年 以降 と

りわけ1890年 代以降の給付行政の進展は明らか

であ り,ま た1870年 以前 と比較 した場合には都

市 自治体の経済的事業 としての公営企業 ・交通

事業の伸びが顕著である。(20世 紀 に入 っての

公債の急増はその反映。)資 本主義的発展に と

もな う労働者人 口の都市集中傾向の中では,労

働力の 「円滑な再生産」のために都市 自治体に

表一6プ ロイセ ン邦大 都市(人 口10万 人以上)に おける

庄民1人 当 り歳出(給 付行政分野)の 推移

(マ ルク)

まずJ・Pイ レッヶJUrgenReuleckeの 端

的な評価によれば,「 市長は,そ の同僚の官吏

やその他の専門家 とともに,一 連の分野におい

て何十年来ブルジ ョア社会改良主義者によって

要求されてきたがあまり成果 もなか った大都市

の生活環境諸改良を,最 終的に広範に実施に移

した」りのであった。すなわち,19世 紀以降の

資本主義的発展にともな う都市社会の矛盾;都

市問題に対 して都市 自治体が本格的にかつ有効

に対処 しは じめたのは1870年 代以降のことであ

り,そ れも都市専門官僚によるところが大であっ

た,と い うのである。

かかる社会改良の促進を都市 自治体行政の面

からみるならぽ,一 方には都市住民に対する公

的サービスの拡大=給 付行政の急伸があ り,他

方には高度な資本主義的蓄積にも対応 しうる都

市基盤整備の促進があった,と 言 うことがで き

よう。これ らの点をごく簡単にみると次の とお

教 育 社会 ・保健 交 通 公営企業 公 債

1869 418 4.36 4.27 2.35 2.35

1876 9.32 5」4 13.68 12.54 5.32

1883/84 9.37 6.54 7.08 14.45 4.00

189レ92 10.02 7.23 8.74 2L50 翫25

1911 2L52 量8.65 19.82 22.08 3L66

出 所)HendrikGr6ttrup,DteKontmunateLeislvngs.

.verwattung,Stuttgart,1973,S.16.

よる教育や社会施設の整備は不可欠であるが,

さらに都市的生活様式ゆえに上 ・下水道,ガ ス,

電気,公 共交通な どの公益事業 も行政上の課題

とならざるをえなか ったのである。

次に,都 市への工場 ・事業所の集積 ・集中及

び労働者の住宅問題の深刻化は,中 世の 「城壁

都市」の伝統 もある ドイツの諸都市にとって,

都市構造の合理的再編を不可避 とするものであっ

た。19世 紀後半以降の都市 自治体がその際に重

視 していたのは,公 有地の拡大,ゾ ーニソグな

どの都市計画の導入,周 辺市町村の合併編入,

などによって無秩序な都市化に歯止めをかけ よ

うとす ることであった2)。ここでは例えぽ周辺

市町村編入の推移を表7で みると,と りわけ18

85年 以降に合併編入が数だけでな くそ の規模

(人 口・面積)に おいても拡大 してきたことが

わかる。中核都市KernStadtに とって周辺市

町村の編入は,増 大する土地需要を満た し,ま

た財政力基盤を強化させ,公 営企業の供給網の
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表 一7ド イツにおけ る都 市編入の推移

編入都市数 増 加 面穣 増 加 人 ロ

185且 一60 9 68.6舳 74千 人

1861―70 14 33.5 63

187:-80 20 952 70

188義 ―90 17 243.1 287

(81-85) (7) (韮1.9) (10)

(86-90) (12) (231β) (278)

1891-1900 34 413.5 705

1901一 置0 57 9662 1,025

蓋9U-18 28 4394 一

出所)HorstMatzerath,"S面dwachm田und

Eingemeindungenim19.Jhrhnndert",

inJurgenReu璽eckehrsg.,Df8d8U`5che

S`ad`加ludt`5`riexeitalter,W叩pertal,

1978,S.75.

効 率 化,に も資 す る もの で あ った3)。

給付行政の展開,都 市構造の再編,と いうこ

の時期の二大行政課題を統一的に推進する要の

一つは,都 市 自治体自身が所有 ・経営する公営

企業の拡大であった。 とい うのも,一 方で水道,

ガス,電 気,市 街電車など公益事業の提供す る

サー ビスは都市住民にとって生活必需財 とな り

つつあ り,そ のサービスの質 ・公共料金などで

公的介入の必要性が増 してきた こと,他 方では

公益事業の供給網 とは都市におけ る社会資本基

盤であ り都市構造の合理的な再編に とって先導

的役割を も担 っていること,か くしてかか る公

益事業経営を自治体当局が自らの手中に収める

ことはその改良主義的政策を推進するにあたっ

ても決定的な意義を もつものであったか らであ

る。

ところで ドイツにおける公益事業の形成史を

みると,水 道 ・ガスは19世紀中葉以降に,電 気 ・

市電ISl9世 紀末に登場 して くるが,そ の経営主

体は,衛 生 ・防火上の理由か ら水道では当初か

ら公営が中心であったことを除けば,多 くの公

益事業は資本力 ・技術力を備えた民間企業(イ

ギ リスなど外国資本 も多い)に よって設立 され

てきた4>。公益事業の公営化が支配的傾 向とな

るのは19世 紀末か ら20世紀初頭にかけての時期

であ り(表8参 照),そ の際に民間企業の買収

も含めて公営化の主導的役割を担 っていたのが

市長をは じめ とす る都市専門官僚層であったの

である。彼 らは民間企業の抵抗や市議会の消極

性を乗 り越えて,公 営化を押 し進め公共部門の

拡大に務めだ)。

公営化の背景には,一 つには民間企業に よる

公益事業経営の独占は供給 ・サービス水準の面

で都市当局の政策 と矛盾を きた し,い わぽ独占

の弊害が著 しくなったが故の公営化の断行 とい

う消極的要因もあるが,そ れ に加えていま一つ

都市当局の側か らの積極的要因も忘れてはなら

ない。すなわち,ロ イ レッケによれぽ,「 新た

な公営企業への地方行政の参加に関 しては自治

体官僚の強固な拡張衝動が反映 していた。それ

は新たな収入源の開拓 と地域のエネルギー ・交

通政策全体の集権的 コン トロールをね らうもの

であった」6)と。

自治体収入源 としての公営企業の役割に関 し

ては別稿7)にゆず るとして,後 者の都市政策 に

おける公営企業の役割に関 していま少 しロイレッ

ケの評価を聞いてみよう。公共交通を例にとる

と,19世 紀末か ら20世紀初頭にかけては,一 方で

電化 の普及に よって馬車鉄道から市街電車へと

い う技術変革がなされ,他 方では同時に民間企

業か らの公営化がよ り一層進行 し,全 体 として

公共交通の近代化がなされた時期であった8)。

そ して,「 新 しい交通手段の効率さは,主 導的

な自治体官吏に よって実 にすぼや く認識された

が,彼 らはそれを利用 して都心部や郊外部の発

展に影響を与え ようとし,郊 外通勤者の流れを

表 一8ド ィッIcesけ る公 営企 業 の設 殴状 況(1908年)

自治体数 水 道 ガ ス 電 力 市 電

2千 人 以 下 615 206 19 22 一

2干 ―5千 人 873 404 竃80 154  

5千 一2万 人 602 426 333 112 17

2万 一5万 人 蓋34 123 112 62 27

5万 一10万 人 44 41 32 30 17

10万 人 以 上 41 38 33 33 18

合 計 2,309 且,238 709 413 79

閃 所)OuoMo3t,DlcDeut5cheStad`erndihrey¢r切 α・

ltμng,Bd.―.Beτhn,1926,S.27,

一72一



財政学研究 第11号

制御 し,料 金政策によって社会政策的 ・経済政

策的 目的を遂行 しようとした。この公共交通の

近代化によって住民 とくに労働能力者の可動性

は向上 し,郊 外 と都心の迅速な交流が改善され

た。20世 紀初頭の10年 間にその頂点に達 した市

町村編入合併の波は,公 共交通のこうした発展

によって一層促進されてきたのである。」9)

公営企業を軸にした都市専門官僚による集権

的 コントロール とは,実 際にはいかなる階級性

を帯び,都 市経済の発展にいかなる影響を与え

るものであったのかは,十 分に吟味せねぽなら

ない問題ではある。だが,い ずれにせ よこの時

期の ドイツにおいては都市専門官僚主導に よっ

て,公 営企業をは じめ とする都市公共部門の拡

大,そ れに基づ く改良主義政策の遂行が進展 し

ていたことは事実であろう。それでは都市専門

官僚がかかる政策をともか く成功裡に遂行 しえ

た要因は何であろ うか。

一つには,公 営企業の整備拡充や都市計画は

一部の民間企業や都市地主 との摩擦はあっても,

全体 としては資本の蓄積基盤を効果的に整備す

ることになり総資本の利益 とな りうるものであっ

たこと。その場合でも,専 門的知識を備えた都

市専門官僚層の「公共の福祉」を標榜する政策判

断が,市 議会でのブルジ ョアジーや都市地主の

個別的利害を圧倒 しえたという側面もあっだo)。

いま一つには,都 市専門官僚層の改良主義政

策には,一 面では三級選挙制度の下で市議会に

・はその意思を不十分にしか反映されない都市下

層大衆の利害を代弁 し,都 市地主や ブルジ ョア
'ジーと対立する側面もあったこと。 もちろん市

長達はその主張が社会民主党な どと同一視 され

ないように,も っぱら 「非政治的な社会改良」,

「所有権の保護」 として彼らの政策を様式化 し

ていだ ―)。とはいえ,市 議会では少数派ながら

都市住民の圧倒的多数を占める小市民 ・労働者 ・

下層大衆の利害を 「代弁」 した ことは,市 長達

の政策遂行にあたっての大 きな社会的基盤になっ

たことはまちがいないであろ う。

さて,以 上のような19世 紀後半以降における

公営企業をは じめとする都市公共部門の拡大は,

ある面では確かに ドイツにおける 「都市社会主

義jMunizipalsozialismusの 展開を思わせ る

ものであった。イギ リスのフェビアン派の都市

社会主義概念は19世 紀末には ドイツに も移入さ

れ,そ れをもとに社会民主主義者達は公営企業

の拡大等を求め,と くに ドイ ツ南部の諸都市で

は社会民主党員の市長 ・参事会員 も出現す るに

いたっていだ2)。 社会主義的改革をも展望 した

本来の都市社会主義的市政が ドイツにおいて実

際には どの程度まで発展 しえたのかは興味深い

問題であるが,本 稿のこれ までの展開で明らか

にされた ように,こ の時期の ドイツでの 「都市

社会主義」的様相 とは,あ くまでも,都 市 の支

配層たるブルジ ョアジーの基本的支持を受けた

都市専門官僚の主導によるものであっだ3>。 そ

して,そ の政策的本質を問 うならば,講 壇社会

主義者 ワグナーらの唱えた「国家社会主義」St―

aatsozialismusの いわぽ 「都市版」であ り,

国家のみならず都市政府の公的介入によって下

層大衆の社会的統合を図ろ うとするものであっ

た14),と 考え るべきであろ う。
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むすびにかえて

1870年 代以降の ドイツにおいては都市専門官

僚主導による積極的な都市行政の展開,都 市公

共部門の拡大がみられた。その政治経済的役割

を整理すれぽ,第 一に,独 占資本主義段階の資

本蓄積に対応する都市構造の合理的な再編成を

行な うこと。第二に,給 付行政,公 営企業,都

市計画などを通 じて都市下層大衆の要求 も吸い

上げて,一 種の社会的統合を促進 しようとする

こと。第三に,都 市専門官僚層に とっては全体

として,自 らの管理下にある公共部門の拡大に

よって都市行政ひいては都市経済への集権的 コ

ン ト偉一ルの可能性を強化拡大 しうることにな

ること,で ある。

それは端的に言えぽ、都市住民大衆の要求を

も取 り込みながら,都 市ブルジ ョアジーや都市

専門官僚 とい う都市支配層の利害を貫徹 させよ

うとするものであった。 ところで,こ うしたシ

ステムを支えるにあた って重要な政治的手段 と

なっていたのは,言 うまでもな く都市議会にお

け る非民主的な三級選挙制度の存在であった。

それは、市議会のブルジョア支配を保障 し,住

民大衆の政治経済的要求の発露の場を極限 して,

都市専門官僚に一層の 「活躍」の余地を提供す

る役割を果 していたのである。それゆえ都市の

支配層すなわち都市 ブルジ ョアジーだけでな く

都市専門官僚層 も,こ の三級選挙制度には特別

の利害関心を持たざるをえなかった。それでは

彼らはいかなる論拠から 「都市政治の民主化」

に反対 し,三 級選挙制を維持 しようとしたので

あろ うか。この点を最後に解 明す ることによっ

て 都市専門官僚主導の ドイツ型都市行政の政

治的本質がよ り明瞭 に示 され ることになろ う。

都市 ブルジ ョアジー ・自由主義派政党にとっ

て都市議会は 「自由主義派の最後の避難場所」

であったがゆえに,そ こでの三級選挙制を護持

していたことはII節 ですでに触れた。その場合

の彼らの論拠は,第 一に,選 挙制度の民主化は

地方行政 ・市議会の政治化 ・政党化を一層促進

することになるが,こ れは地方行政に本来な じ

まない,と い ういわば常套スローガンであった。

いわ く 「市庁舎 には 『政治』の場所はない」,

「全国 レベル と地方 レベルでは政治プ偉セスが

根本的に異なる」,と 。第二に,都 市行政 とは,

「非政治的」でかつ利己心のない人物や,ア ジ

テーシ ョン ・政党組織 ・イデオロギーによって

ゆがめられることな く公共の福祉を認識 し追求

しうる人物;に よって担われるべ き,と い う考

えであった。だが,こ うした論拠の政治的本質

は,同 時代人のフゴー ・プロイスがすでに的確

に評価 しいるように 「〔自由主義派の〕,地 方

政府には政治の余地はない とい う常套スローガ

ンは,主 として敵 〔社会民主党〕の政治活動に

よる権力掌握を阻止するためのごまか し」にほ

かならないものであった―)。

次に,都 市専門官僚層は,市 政運営におけ る

「中立性」を標榜 し,政 治色を うすめつつあっ
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た とはいえ,そ の政治的基盤はあくまで市議会

ブルジ ョア多数派の支持 にあ り,選 挙制度改革

は自らの政治的基盤の崩壊にもつながるもので

あった。それゆえ当然にも都市専門官僚層は選

挙制度改革に否定的であ り,.ドイツ都市会議を

例に とれぽ,1917年 にいた っても地方自治体の

三級選挙制―一それはプロイセン邦議会選挙法

よ りも非民主的であった一一の改革への立場を

避けていたのである。さらに,そ の思想的本音

を考えるにあたっては次 のようなF・ ベ ッカー

(前出)の 事例は示唆的であろ う。すなわち,

1900年 にプロイセン上院で地方 自治体の三級選

挙制度改革が議論 された時に,上 院副議長で も

あったケル ン市長F・ ベ ヅカーは,手 工業者や

小営業者な どいわゆる第三級選挙人層の自治体

政治への能力を否認 し,そ の上で第一級及び第

二級選挙人層の 「客観性,先 見性,犠 牲的精神」

を賞賛 した,と い う2)。

以上のことは当時の都市行政の進展 とは,住

民大衆の参加や住民自身の統治には全 く背を向

けて,ま さに上か らの社会改良 として実施され

ていたことを物語 っていると言え よう。 ところ

でこれ らの ことを,都 市政治 における反対勢

力としての社会民主党の動向 と関わらせてみ る

と,次 のように言 うことができよう。社会民主

党が,ベ ルンシュタインなどの修正主義派を中

心に都市行政を重要視 し市議会選挙にも積極的

に取 く組む ようにな ったのは1890年 代以降のこ

とであった3)。選挙制度による限界はあったが

労働者や下層中間層などの三級選挙人層を基盤

セこ1910年前後には市議会で無視 しえない政治勢

力になってお り,首 都ベル リンでは約三分の一

の勢力にもなっていた。(表4参 照)都 市支配

層に対する反対勢力のかかる進出は,一 面では

労働者 ・住民大衆を社会主義勢力にと りこませ

ないためにも都市支配層を して改良主義政策を

一層促進 させるとい う反作用を果 した とも考え

られるが,他 面では市議会への普通選挙制度導

入を公然と主張する勢力が登場することによっ

て,上 からの改良主i義政策 による社会統合の矛

盾が顕在化せ ざるをえない と考えることもでき

ょう。いずれにせ よ,こ こに19世 紀後半以降の

ドイツにおいて特徴的に進行 した専門官僚主導

の都市行政や都市公共部門の拡大 とい う事態の

持つ政治的意義 と限界があ ったと思われ る。

ところで,こ うした状況に根本的な改革をせ

まったのは,言 うまでもな く第一次大戦,ド イ

ツ革命を経てのワイマール共和国の出現であっ

た。そ こでは ,一 連の民主化政策の中で市議会

にも普通選挙制が導入 されて市政の 「政治化」

「政党化」が文字通 り促進 され ることにな り,

また社会化 と反社会化運動の対抗の中で都市公

共部門のあ り方 も重要な政治的イシューになる

にいたった。 ここにいたって従来の ドイツ型都

市専門官僚 とはいかなる対応をせまられ,ま た

現実に適応 していったのか,と い う点は極めて

興味深い問題であろ う。この点の解明は別の機

会で果 したい。
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